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政策・施策評価の審議を始めます。では、事務局に説明を求めます。 

 

政策・施策評価につきまして説明いたします。 

まず政策・施策評価表の構成ですが、左より大分市がめざすまちの姿(～ともに築

く 希望あふれる 元気都市～)の実現を目指し掲げた「基本的な政策」を、次に 6

つある基本的な政策を進めるための具体的な政策を、そしてその右には実現す

るための施策を掲載しております。また、その右に事業費、構成比率、担当部

局、主な事業を記載しております。また、その右には「成果指標」を掲載してお

りますが、成果指標については、施策の進捗が分りやすいよう数値で目標を表し

ており、達成度については、目標年次の目標値に対して a～e の 5 段階で評価して

います。そして、その右の内部評価については、コスト、成果指標、市民満足度調

査等を基に総合的に A～D までの 4 段階にて評価するとともに、優先度が高い施策

については丸印を付けるなど、今後の施策展開の考え方を明らかにする形で整理し

ております。 

それでは、基本政策「市民福祉の向上」から順次説明いたしますが、説明に

つきましては、内部評価にて優先度が高い施策として評価欄に丸印を付けている

施策、及び評価が C『施策展開における改善が必要』の施策を中心にいたします。 

 

最初に、「市民福祉の向上」「市民福祉の向上」「市民福祉の向上」「市民福祉の向上」の政策ですが、この政策は、11 の施策にて構成されて

おり、25 年度予算における全政策に占める事業費比率は 71.6%となるなど、非常に

割合が高い政策であります。中でも、施策コード 5 番、生活保護事業や国民健康

保険事業などの「社会保障制度の充実」が 38.2%、また、施策コード 2 番「高齢者

福祉の充実」が 17.5%を占めております。 

まず、施策コード 4 番「児童・母子福祉の充実」ですが、当施策においては、

これまで「私立認可保育所施設整備事業」や「ひとり親家庭等医療費助成事業」、

「家庭的保育事業」など、ハード・ソフト両面で様々な事業に取り組んできた

ところであります。その結果、『概ね順調に施策を展開している』と評価してい

ますが、「児童・母子の福祉」については、本市に限らず社会問題となっており、

晩婚化、非婚化、また仕事と子育てを両立する環境整備の遅れなどから少子化が

進み、保育所の整備や延長保育の実施、児童育成クラブ、児童福祉施設整備など、

子育て環境の整備が強く求められていることから、優先度が高い施策としており、

今年度においても、「子ども医療助成事業」や「保育所分園推進事業」など子育て

環境の整備、家庭への支援を図ったところであります。今後とも、より一層地域や

関係団体と連携する中で、地域社会全体で子育てを支援する体制を構築し、きめ

細やかな取組を推進してまいりたいと考えております。 

次に施策コード 6 番 「健康づくりの推進」ですが、この施策はこれまで健康診

査の受診機会や受診内容の充実を図るとともに、身近な地域での健康づくりなど



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

様々な事業を展開してきております。その結果、『順調に施策を展開している』と

評価していますが、高齢化の進展や食生活の変化などにより、がん、心臓病、脳

卒中、腎臓病などの生活習慣病やうつ病等の患者の増加を背景に、市民の健康に

対する意識が高まっていることから、優先度の高い施策としております。今後とも、

健康増進や発病予防などをはじめとした各種事業を推進するとともに、全市民が一

体となり健康づくりに取り組む環境づくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。 

次に、施策コード 8 番 「人権・同和対策の推進」、9 番 「男女共同参画社会の

実現」ですが、この 2 つの施策については人権尊重社会の形成に向け、これまでも

人権教育・啓発を行ってきておりますが、依然として人権問題は存在し、インター

ネットを介した新たな人権侵害なども生じております。今後はホルトホール大分内

の新たな人権啓発センター「ヒューレおおいた」や 26 年度開設予定の「男女共同

参画センター」を核に、さらなる学習の拡大と啓発を進めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、施策コード 10番「地域コミュニティの再生」ですが、本市ではこれま

でも市民協働のまちづくりを推進するため、「ご近所の底力再生事業」や「地域

まちづくり活性化事業」など、様々な事業を展開してきております。その結果、

『順調に施策を展開している』と評価をしていますが、その一方で地域の連帯感が

薄れ、地域活動が限られた人たちの取組となっているようなケースも生じている

ことから、今後も地域における市民の活動をサポートする仕組みづくりを深化

させる必要があることから、優先度の高い施策としております。今後とも、市民

総参加と協働のもと、市民と行政との信頼関係をより高め、地域づくりの役割を

分担しながら地域コミュニティの再生を図ってまいりたいと考えております。 

 

それでは、ただ今の説明を受けまして、各施策の方向性やあり方等について、

ご意見やご質問をお願いします。 

 

評価指標に関してですが、内部評価において各指標の達成度と全体の評価とが

連動していない部分があり、少しバランスが悪く感じます。また、施策目的の

達成度を表現するのに相応しくないと思われる指標がいくつか見受けられます。

評価する上では活動指標（アウトプット）よりも成果指標（アウトカム）を

設定することが望ましいと考えます。 

 

基本政策『市民福祉の向上』における全ての施策で事業費が年々増加しています。

今後は将来を見据えながら的確に対応していくということがますます重要になる

と思います。そうした観点から、優先度の高いものに予算を集中させ、低いものは

見直しを図っていくといった作業を継続的に進めていく必要があります。特に、

「高齢者ワンコインバス事業」などのような経済的な支援については、今後も

継続的に評価、見直しを行う必要があると考えます。 

 

「高齢者福祉の充実」、「健康づくりの推進」に関連してですが、今後、高齢化が

進行する中で高齢者福祉に係る事業費の増大が見込まれていますが、高齢者に対する

健康づくりを積極的に推進することで健康増進や発病予防を促し、ひいては事業費の
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抑制につなげていくという視点が重要と考えます。 

 

「児童・母子福祉の充実」に関してですが、現在の子育て環境の整備に係る

取組が少子化対策として有効なものとなっているかについて検証を行い、より

効果的な子育て支援事業を展開していく必要があると考えます。 

 

次に政策「教育・文化の振興」及び、「防災安全の確保」について、事務局に説

明を求めます。 

 

基本政策「教育・文化の振興」「教育・文化の振興」「教育・文化の振興」「教育・文化の振興」ですが、本政策は「学校教育の充実」など 6 つ

の施策で構成しており、25 年度の全政策に占める事業費比率は 5.2%であります。 

まず、施策コード 12 番「学校教育の充実」ですが、当施策においては、これ

まで学力向上、体力アップに関する事業をはじめ、併設型小中一貫教育モデル校

や連携型モデル校の指定など、義務教育 9年間を見通した系統的な教育の推進等

を図ってきています。その結果、『概ね順調に施策を展開している』と評価して

おりますが、基礎的・基本的な知識・技能の習得や、課題を解決するために必要な

思考力、判断力などの能力を育むとともに、創意工夫による特色ある学校づくりが

求められていることから優先度が高い施策としております。今後とも、これまでの

事業のさらなる推進はもとより、より一層、児童生徒に自ら学び自ら考えるなどの

「生きる力」を育成するとともに、昨今、問題となっています、「いじめ」の未然

防止を図ってまいりたいと考えております。 

次に、施策コード 15 番「個性豊かな文化の創造と発信」ですが、当施策では、

文化施設などに指定管理者制度を導入する中、利用者数が増えている状況等から

『概ね順調に施策を展開している』と評価しておりますが、精神的なうるおいや、

やすらぎを求める傾向が高まっており、優れた芸術に触れる機会の拡大や市民

自らが参画する文化活動の場の創出などが求められていることから、優先度が

高い施策としております。今後とも、市内の文化活動団体などと連携し、芸術文化

の振興を図るとともに、「大友宗麟」、「大友氏遺跡」を本市の新たな顔として確立し、

大分市を全国にアピールしていきたいと考えております。 

次に施策コード 17 番「国際化の推進」ですが、この施策は、人・物・情報な

どが地球規模で日常的に交流する今日、国際化を担う人づくりや文化・芸術・スポ

ーツの振興、新たなビジネスチャンスの創出を推進していくため、これまで姉妹都

市・友好都市などと様々な国際交流を進めてきました。今後は、さらなる国際化に

対応していくため、時代の変化に即した先見性に富んだビジョンを描きながら国際

化の推進に取り組んでまいります。 

続きまして基本政策「防災安全の確保」「防災安全の確保」「防災安全の確保」「防災安全の確保」ですが、本政策は、「防災・危機管理

体制の確立」など 5 つの施策で構成しており、25 年度の全政策に占める事業

費比率は 1.1%であります。 

まず施策コード 18 番「防災・危機管理体制の確立」ですが、地震や台風などの

自然災害から市民の生命や財産を守るための本施策は、東日本大震災を教訓として、

市民の防災、減災意識が高まる中で、これまで防災体制の強化に取り組んでまいり

ました。その結果、『概ね順調に施策を展開している』と評価していますが、今後、

南海トラフ地震が想定される中で、ハード面の整備に加え、住民・行政・防災機関
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が一体となる危機管理体制の早期構築が必要であることから、優先度が高い施策と

しております。今後とも、地域防災力の強化や災害予防に努めるとともに、あらゆる

不測の事態にも対応し得る、災害に強いまちづくりを進めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、施策コード 20 番「消防・救急体制の強化」ですが、本施策では市民

生活の安全を確保するため、これまで火災予防の推進、消防力の強化、救急救助

体制の充実に努めてまいりました。その結果、火災の発生件数が減少するなど、

『順調に施策を展開している』と評価していますが、火災の未然防止、超高齢社会

への移行に伴う救命対応、さらに南海トラフ地震に対する災害対応の強化などが

求められていることから、優先度の高い施策としております。今後とも消防職員の

能力向上はもちろんのこと、地域の自主防災力の向上等を図るとともに、老朽化

した施設の更新を計画的に進めてまいりたいと考えております。 

 

それでは、ただ今の説明を受けまして、各施策の方向性やあり方等について、

ご意見やご質問をお願いします。 

 

国際化を推進する上で、県内に留学生が多いという特徴を活かして、例えば、

企業間の交流等で留学生の活用を図るべきと考えます。語学力など留学生の能力

を活かすことで交流自体の活性化も期待できると考えます。 

 

「個性豊かな文化の創造と発信」については、まちづくりの観点からも非常に

重要な施策と考えます。今後は、大分市美術館での開催事業や街中でのアート

イベントをはじめ、ホルトホール大分、新設される県立美術館、大友宗麟など

歴史的なものも含め、様々な素材を活かして、「大分の文化」を大いに情報発信

していくことが重要であると考えます。そうした中、文化都市としてのブランド

を確立することも有効な手段となりますので、ユネスコ創造都市ネットワークの

認定や東アジア文化都市の指定、国内の文化芸術創造都市表彰などについても

検討する価値があると思います。 

 

「防災・危機管理体制の確立」に関してですが、自然災害に対しては常日頃

からの市民一人ひとりの防災意識の高揚が不可欠となります。大分市の自主防災

組織の結成率は高くなってはいますが、一方で地域コミュニティの希薄化も進んで

いますから、実際の有事の際に自主防災組織が有効に機能するための助けが非常に

重要です。特に、災害時に自力で避難することが困難な高齢者などの災害弱者に

対しては、円滑な避難誘導のサポートが必要であると考えます。 

 

「消防・救急体制の強化」に関してですが、大分市の住宅用火災警報器の設置率は

どのようになっていますか。 

 

住宅用火災警報器の設置が義務付けされた以降の積極的な取組により、設置率は

高くなっています。（24 年度末で 92.2%） 

 

火災抑制のためには、住宅用火災警報器の設置率をより高める必要があると思い
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ます。特に、燃えやすい既存の古い建物に対しての啓発は重要と考えます。 

 

「交通安全対策の推進」に関してですが、自転車による歩行者や自動車等との

接触事故が懸念されるような道路がかなりあると思いますので、自転車利用者の

安全な走行環境の整備により力を入れるべきと考えます。 

 

それでは、次に進みます。 

政策「環境の保全」、「産業の振興」について、事務局に説明を求めます。 

 

基本政策「環境の保全」「環境の保全」「環境の保全」「環境の保全」ですが、本政策は「豊かな自然の保全と緑の創造」な

ど 5 つの施策で構成しており、25 年度の全政策に占める事業費比率は 2.5%であり

ます。 

まず施策コード 24 番「廃棄物の適正処理」ですが、本市の排出される家庭

ごみの量は、分別やリサイクルなどの取組により、一時期、減少しましたが、

現在では増加傾向にあり、引き続き、排出されるごみの量の削減や再資源化に

努める必要があることから優先度が高い施策としております。今後は、家庭ごみ

や事業系ごみの適正な処理を図るため、市民・事業者とより連携を深め、総合的

かつ計画的なごみ処理行政を推進してまいりたいと考えております。 

次に、施策コード 25 番「清潔で安全な住環境の創出」ですが、この施策では、

これまで食品の安全の確保や多様化する墓地等へのニーズに応えるため、食品の

衛生監視や検査体制の機能強化、納骨堂等複合施設の建設などに取り組んでまいり

ましたが、一方でペットに関する問題が発生するなど、衛生的で安全な住環境に

対する市民の関心が高まっています。今後は、引き続き食品関連施設等の衛生を

確保し、食品の安全や衛生意識の高揚を図るとともに、新たな課題である動物愛護

の思想、ペットの適切な管理や飼育マナーの啓発などに取り組んでまいりたいと

考えております。 

次に施策コード 27 番「地球環境問題への取組」ですが、本施策は、これまで

地球環境保全に関する啓発活動や太陽光発電設備の設置補助など、計画的に地球温

暖化対策を進めてきました。その結果、『概ね順調に施策を展開している』と評価

しておりますが、かけがえのない地球環境を次世代に継承していくためには、市

民や事業者、行政などがそれぞれ、「地球環境問題は自らが解決すべき課題」と

捉え、具体的な行動を展開する必要があることから、優先度が高い施策としてお

ります。今後とも、省資源・省エネルギーを意識したライフスタイルや事業活動の

見直しを促進するとともに、太陽光発電等のクリーンな新エネルギーへの理解を深

め、導入促進を図る啓発を計画的に進めてまいりたいと考えております。 

続きまして基本政策「産業の振興」「産業の振興」「産業の振興」「産業の振興」ですが、本政策は「工業の振興と地域産業

の活性化」など 10 の施策で構成しており、25 年度の全政策に占める事業費比率

は 2.9%であります。 

まず施策コード 30 番「林業の振興」ですが、本施策では、森林が有する資源

や多面的な機能を維持、発揮できるよう、これまで公有林整備事業や林道の開発、

舗装などに取り組んでまいりましたが、林業を取り巻く環境は依然厳しい状況で

あります。今後は森林の保全や林業経営の安定化を図るため、森林組合をはじめと

した関係機関と連携し、計画的な造林、育林事業を促進するとともに、県産材の
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安定供給体制の整備や木造住宅の建設促進などに取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

次に施策コード 32 番「小売商業の振興」、33 番「卸売商業の振興」、34 番「流通

拠点の充実」、35 番「サービス業の振興」であります。商業振興は、本市のにぎわ

いや魅力創出に繋がる施策であり、特に平成 27 年には大分駅ビルや大分県立美術

館がオープンするなど個性的で魅力あるまちづくりが求められていることから、優

先度が高い施策としております。まず、「小売商業の振興」ですが、これまでも「商

業振興事業」、「商都復活支援事業」などにぎわい創出に繋がる事業に取り組んでき

ましたが、景気低迷やデフレ、消費者ニーズの多様化などにより、小売商業を取

り巻く環境は非常に厳しく、今後は魅力ある商店街づくりへの助成や中小企業へ

の融資制度、異業種間交流の促進などに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。また、「卸売商業の振興」、「流通拠点の充実」においても、流通環境や消費

行動の変化により、厳しい状況であることから、顧客ニーズの多様化、高度化な

どに対応した卸売機能の高度化と経営基盤の強化を促進するとともに、流通拠

点である公設地方卸売市場や大分港大在コンテナターミナル、大分流通業務団

地の機能の向上、活用促進・連携強化に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。また、「サービス業の振興」ですが、サービス業は様々な分野で成長してお

り、雇用の場として重要な役割を果たしておりますが、多くは個人経営又は零細

企業であることから、今後は経営診断や相談、融資制度の充実など経営基盤の強

化や支援などに取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、施策コード 36 番「魅力ある観光の振興」ですが、この施策では AKB48 の

指原梨乃さんなどによる「おおいた情報発信事業」などの戦略的な取組により、

高崎山自然動物園の入場者数が増加するなど、『概ね順調に施策を展開している』

と評価していますが、一方で大分市の魅力を十分に伝えきれていない面もあり、

さらに魅力ある地域資源を掘り起こし、磨き上げた価値ある大分ブランドを市内外

に情報発信することが必要であることから優先度が高い施策としております。

今後は、大友宗麟、大友氏遺跡を大分市の新たな顔として売り出す「大友プロ

モーション事業」や「大分ブランドプロモーション戦略事業」などにより、大分市の

魅力を全国に情報発信してまいりたいと考えております。 

 

それでは、ただ今の説明を受けまして、各施策の方向性やあり方等について、

ご意見やご質問をお願いします。 

 

「地球環境問題への取組」に関してですが、今後、大規模な再生可能エネルギー

の開発事業を行う際は、数十年後の太陽光パネル等設備の劣化に伴う廃棄物や温室

効果ガスなど、環境の負荷の面が懸念されることから、十分なアセスメントが必要

であると考えます。また、大規模なソーラーパネル設置については、様々なトラブル

の事例が増えている現状を踏まえ、将来における問題点などを想定した検討を行う

必要があると考えます。 

 

「小売商業の振興」に関してですが、特に、県都大分の顔である中心市街地の

活性化が課題であると思います。現状の施策展開では、商店街への支援等が主な

ものとなっているようですが、市と商店街が一緒になり、来街者の声を聞き、議論
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することが大切と思います。今後行われる社会実験などを通じて、消費者ニーズを

的確につかみ、市内中心部の魅力、にぎわいの創出を官民が一体となって取り組む

ことを期待します。 

 

「安定した雇用の確保と勤労者福祉の充実」に関してですが、雇用情勢が厳しい

折ではありますが、団塊世代など中高年の能力を活用する場の創出についても

積極的に推進する必要があると考えます。 

 

次に、政策「都市基盤の整備」について、事務局に説明を求めます。 

 

基本政策「都市基盤の整備」「都市基盤の整備」「都市基盤の整備」「都市基盤の整備」ですが、本政策は「計画的な市街地の整備」など

9 つの施策で構成しており、25 年度の全政策に占める事業費比率は 16.6%であり

ます。 

まず施策コード 38 番「計画的な市街地の整備」ですが、大分駅周辺総合整備

事業も計画的に進んでいることから『順調に施策を展開している』と評価して

おりますが、県都・中核市としてふさわしい多様な都市機能が集積した、魅力

ある拠点の形成とともに、それらを繋ぐ道路網の整備を積極的に進める必要が

あることから優先度が高い施策としております。今後とも中心市街地活性化事業を

はじめ住環境整備事業や街路事業など、計画的な市街地の整備を推進してまいり

たいと考えております。 

次に、施策コード 39 番「交通体系の確立」ですが、この施策ではこれまで

道路維持事業やふれあい交通運行事業など、市民生活を支える取組を行なってきて

おりますが、市民生活や経済活動を支える交通環境の整備が今後とも必要である

ことから優先度が高い施策としております。今後は、国、県、交通事業者等の関係

機関と連携し、公共交通機関の利便性向上や最適な交通手段への転換、また橋梁等

を含めた市道の維持管理の平準化やコストの削減、放置自転車対策としての駐輪場

整備などに取り組んでまいりたいと考えております。 

 

それでは、ただ今の説明を受けまして、各施策の方向性やあり方等について、

ご意見やご質問をお願いします。 

 

（意見なし） 

 

それでは、政策・施策評価全体を通してご意見がありましたら、お伺いしたい

と思います。 

 

（意見なし） 

 

ないようですので、政策・施策評価についての意見は、終了させていただきます。 

 

 

（審議終了） 

 


